
(能島教育次長答弁 )

池田議員 1001 作成部局 教育委員会事務局 No口 1

質疑要旨 ′Jヽ学校から児童にプリントを配布するなどし

て、広報活動をスポーツ推進課と学校が協力するベ

きだつたと考える。これまでの具体的な広報活動は何

か

答弁要旨

小学校のプール開放事業につきましては、コロナ感

染症の影響もあり、令和2年度から4年度までの間、中

止しておりましたが、令和元年度までは、市報あまがさ

きや市のホームページヘの掲載、また、各実施団体が

作成したチラシをプール開放の実施小学校今配布する

などにより、広報を行つてまいりました。

しかしながら、児童数そのものの減少もさることながら、

子どもにとっての夏休みの過ごし方も多様な中、時代の

移り変わりとともに、学校プール開放の利用手―ズも低

下してきたものと考えております。

以 上
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(保健担当局長答弁 )

池田議員 1003   作成部局 健康福祉局  NO,1

質疑要旨 本市の 10代の予期せぬ妊娠の状況につい

て市長の考えは。

答弁要旨

本市における 10代の妊娠は他都市に比べ比較的多

い傾向にあり、予期せぬ妊娠の背景には、性行為やそ

の先の妊娠に関する知識の不足や家庭内の親子関係

の問題など、様々な要因が考えられるところです。

この対策にあたつては、児童生徒が妊娠、出産などに

関する知識を確実に身に付ける学校教育など、引き続

き予防的な取組を進めるとともに、予期せ,ぬ妊娠で困惑

される方に対しては、南北保健福祉センタエの保健師

等が心身のケアに十分に配慮する中で寄り添いながら

の相談支援に努めております。

以 上
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池田議員 1004 作成部局 こ青局B槌福局  Nonl

質疑要旨 ユース交流センターに 10代の性に特化した

窓口である尼崎版ユースクリエックの設置をしてはど

うか。

答弁要旨     (           |
ユース交流センターでは、現在のところ、セクシヤリテ

ィートークイベントの開催やギスタッフが若者と関係性を

築き、性に関する悩みも含め、日々、若者からの様々な

相談を受け、必要に応じて支援機関につなぐなどの対

応を行つています。

また、思いがけない妊娠で戸惑っている方に対しては、

保健師やいくしあの児童ケースヮーカーが連携して相談

支援にあたるはか、兵庫県が実施する「妊娠 SOS相談

事業」での、電話相談やメiル相談などの周知にも取り

組んでいます。

なお、保健所や南北保健福祉センターにおいても、学

校や産帰人科、助産師会等と連携しながら、性に関する

正しい知識を身につけられるよう、避妊方法や性感染症

の普及啓発にも努めています。

(次ページヘ続く)



与

'         No.2

そのため、現在のところ、ニース交流センターに性の

悩みに特化した新たな相談窓口を設置することは検討

しておりませんが、引き続き、これらの取組が10代の若

者に認知されるよう、今後も様々な手法で周知してまい

りますとともに、先進自治体の取組み内容等を研究して

まいります。

以 上



り        (高 橋教育次長答弁)

池田議員 1006 作成部局 教育委員会事務局 No.1

質疑要旨 ほつとすてつぷを利用できていない児童生徒

のために、予算を増額すべきと考えるがどうか。

答弁要旨

現在、教育支援室「はつとすてつぷ EAST」「ほつとすて

っぷ WEST」に加え、令和3年度より「ほつとすてつぷ

SOUTH」を設置し、事業を拡充したところでございます。

また、議員ご指摘の通り、年末には各ほつとすてつぷ

も定員を満たすこととなり、その後も希望者があることか

らi定員を超えても可能な限り受け入れを行うよう柔軟な

対応を行つているところでございますb

さらに、ハートフルフレンド派遣事業におきましては、継

続的なボランティアの数の質を確保するために、園田学

園女子大学と連携し、不登校支援に係る研修の実施等

を行つております。

(次ページヘ続く)



NoH2

しかし、登録ボランティアの活動可能な日時が不安定

であることや、ボランテイアが児童生徒の家庭に出向い

てアウトリーチ支援を行うという性質上、T寧なアセスメ

ントが必要となつてくる点などの課題があります。

教育委員会といたしましては、現状では予算の増額は

考えておりませんが、本市の不登校児童生
´
徒にとつては、

ひとつの支援に偏ることなく、様々な不登校支援策を展

開することが非常に重要であり、今後も教育支援室「ほつ

とすてもぷ」の増設やサテライト教室、ハートフルフレンド

事業の拡充等を含め、本市の不登校児童生徒の実情に・

沿つた支援について検討を行い、不登校支援の充実を

図つてまいりたいと考えております。

以 上



(高橋教育次長答弁 )

池田議員 1007 作成部局 教育委員会事務局 No.1

質疑要旨 オンラインで学ぶ不登校児童生徒が1人 と非

常に少ない理由を具体的に教えてほしい。

答弁要旨

オンラインで学ぶ不登校児童生徒の状況につきまして

は、教育支援室「ほっとすてつぷ」や学校での別室に通う

児童生徒に関しましては、希望に応じてオンラインで支援

を実施しております。           イ

しかしながら、家から出にくい児童生徒を対象とした、

「ほつとすてっぷオンライン」の支援については、現在、利

用者が1名 となっております。

不登校児童生徒の状況は個々に異なっていることから、

児童生徒自身がオンラインでの支援を望んでいない場合

もあること、また、希望者でも心理的安定を家庭に求めて

いる状態の児童生徒に対しては、対面での支援以上に

児童生徒の気持ちや状況をしっかりとアセスメントして、

慎重につなげていく必要があることなどが、利用者が少

ない一因であると考えております。

(次ページヘ続く)



No,2

今後も、希望者にはオンライン支援という方策も準備し

ながら、不登校児童生徒ひとりひとりの状況にあった不

登校支援策について検討を行い、多層的支援の充実を

図りたいと考えております。

以 上
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池田議員 1008 作成部局 健康福祉局  No.1

質疑要旨 学習支援事業について、生活保護対象世帯

に広く利用してもらうべきと考えるがどうか。

答弁要旨

生活困窮者学習支援事業については、学業や進学

の環境が十分に用意されていない生活保護世帯等の

子どもに対し、居場所の確保とともに、学習の動機付け

や他者との関係性を育むことなどを目的としており、これ

らの子どもたちが将来大人になり、再び生活保護を受け

るに至るなど、いわゆる「貧困の連鎖」の未然防止にも

繋がるものと考えています。

対象者のいる生活保護世帯に活用していただくため、

新規開始時はもちろん、年度当初の家庭訪間を含め、

年3回程度の家庭訪間の際に世帯の状況確認に合わ

せて制度説明を
j行

うとともに、毎年10月 には担当ケー

スワーカーを通じた意向調査を実施するなど、対象とな

る全世帯に周知を図つているところです。

(次ページヘ続く)



NoH2

近年は新型コロナの影響で、教室定員を減らしての

運営を余儀なくされたこともあり、待機児童が生じていま

すが、現在、その解消に向けても検討を進めています。

引き続き、各世帯の状況を把握する中で、必要な世

帯に適切な支援が行き届くよう、努めてまいります。

1        以 上



池田議員 1009 作成部局 こども青少年局 No.1

質疑要旨「塾代・習い事助成制度」を創設する考えは

荘其 い か 。

答弁要旨

塾代や習い事の助成を行う場合には多額の経費を要・

するため、財源の確保が大きな課題となります。例えば、

現在大阪市で実施している塾代助成事業を、今年度の

本市の就学援L力費の認定率を基に、要保護及び準要

保護世帯の中学生に月額 1万 円を12か月支給すると

の条件で試算いたしますと、助成費だけでも約2億 8千

万円必要となります。限られた財源の中、費用対効果や

毎年実施している施策評価を踏まえた政策課題に対す
う
る優先度を考慮しますと、現状において塾代・習い事の

助成を実施することは困難と考えております。

以 上



(高橋教育次長答弁 )

池田議員 1011 作成部局
イ
教育委員会事務局 No.1

質疑要旨 (タブレットの相談機能追加について)現在まで

に具体的にどのような意見があつたのか、対象者及び

対象人数を孝史えてほしい。

答弁要旨

タブレットを活用した相談機能の追加について、小中学

校の校長14名 から意見の聴取を行いました。

児童生徒に対するT寧な支援を行うことや、相談窓口

を多く持つこと、タブレットを用いる簡易性という点では、

一定の理解ができるという肯定的な意見がありました。

しかしながら、児童生徒に対する言葉がけが「大文

夫 ?」「困つていない?」 という不安に先 りする言葉に

偏り、「よく頑張つたね」「すばらしいね」といつた成長の励

みになる声かけが少なくなるのではないかとい)い配の

意見も多くありました。

口

(次ページヘ続く)



No日 2

その中で、児童生徒にとつて1相談し受け止めてもらえ

たという成功体験の積み重ねが重要であり、教員が相談

に対して適切に対応できるゆとりと向き合える時間を大

切にしたいという思いを聞くことができました。

今後も児童生徒と教員が気軽に話をすることができる

ような教育相談の場の設定や、学校環境適応感尺度「ア

セス」、学期に一度のいじめアンケート等の実施により、

気になる児童生徒への声かけを行つてまいります。また、

学校で相談しにくい児童生徒については、匿名報告アプ

リ「STAND BY」 や「ひょうごっ子悩み相談」等の周知を図

ることで、「本日談できる雰囲気ある学級日学校づくり」を推

進してまいりたいと考えております。

以 上



(高橋教育次長答弁)

池田議員 1012作成部局 教育委員会事務局 NoHl

質疑要旨 i′Jヽ学1年生には手厚い支援が必要であるた

め、小学校1年生については、学年に1人、41人の特

別支援教育支援員を配置できないか。

答弁要旨 ィ

教育上特別な支援を必要とする児童生徒数が増えてい

ることから、教育支援体制の充実に取り組んでおり、令和

5年度に向けては、全ての市立小 B中 学校に特別支援教

育支援員1名ずつ配置できるよう10名 の増員を予定して

おります。
.

議員ご指摘の通り、就学前からの移行期にある小学 1

年生においては、T寧な指導や支援が必要であり、特別

支援教育支援員の果たす役割も大きいと考えております

が 支ヽ援対象の児童生徒につきましては、各学校におい

て特別支援教育コーディネーターを中心に検討して決定

しております。

(次ページヘ続く)



NoL2

教育委員会といたしましては、限られた予算の中で計

画的かつ適切に人員を配置するため、学校の支援体制

や特別支援教育支援員の効果的な活用について確認し

たうえで、今後も、教育支援体制の充実に取り組みたいと

考えております。

以 上



池田議員  1013 作成部局 こども青少年局  Nonl

質疑要旨 児童ホームやこどもクラブ職員について、安

定的な直接雇用を増やすために何をしていくのか。

答弁要旨

児童ホーム・こどもクラブの職員確保につきましては、

これまで、市報や市ホームページはもとより、新聞折り

込みの求人チラシヘの掲載、現場職員も動員しての大

学や専門学校等への募集案内の配付、さらには児童ホ

ニム・こどもタラブの仕事内容などを紹介するPR動画の

作成・酉己信など様々な取り組みを行つてまいりました。

しかしながら、欠員の解消には至らず、令和4年度か

ら人材派遣も活用しました。

また、新たな試みといたしまして、インターネットの無

料求人サイトヘの登録を行い、令和5年度から児童ホー

ム・こどもクラブで勤務する会計年度任用職員の公募の

募集案内を掲載しました。昨年度同時期に実施した選

考試験の受験者26人が、今年度は40人へと増加した

ことから、4月 以降も同サイトを引き続き活用するととも

に、様々な情報媒体の利用も検討し、直接雇用の増に

繋げていきたいと考えております。

以 上



う

(高橋教育次長答弁)

池田議員 1014作成部局 教育委員会事務局 No日 1

質疑要旨 なぜ7クラブの強化指定にとどまっているの

か。また、コーチを配置した成果は。

答弁要旨

現在、各クラブにおいて体育科教員を中心
.に

顧問教員

の専門的な指導のもと、さまざまな大会で優秀な成績を

修めております。 (
イ
種目によっては、顧問教員の指導に加え、専門的指導

者によるポジションごとの細かな技術的指導が必要にな

るほか、部員数が多いクラブでは複数で指導することで、

生徒一人ひとりに、より丁寧に安定した技術指導を行い、

併せて生徒が安全に活動できることから、学校が強化指

定した7クラブに対して、顧間教員を支援するコーチング

スタッフを配置しているところでございます。

なお、令和4年度、強化指定7クラブのうち4クラブが全

国大会に出場するなど、一定の成果が得られているもの

と認識しており、引き続き、生徒の安全面の確保と競技

力向上の支援に努めてまいります。

以 上



(能島教育次長答弁 )

池田議員 1015 作成部局 教育委員会事務局 NoEl

質疑要旨 中学校地域部活動について、1関係団体によ

る協議会の構成員はどのような方か。

答弁要旨

ご指摘の協議会の構成員は、スポエツ振興事業団や

尼崎市体育協会、尼崎市スポーツクラブ21連絡協議会

といった、将来的に指導者の派遣や生徒の受入れが想
′

定される地域のスポーツクラブのほか、中学校体育連
ノ

盟や中学校長会、学識経験者などでございますと

今年2月 に第一 協議会を開催し、主に地域部活動

のあり方について意見交換を行つたところでございます。

今後、議論の進捗状況に応じて、保護者の代表であ

るPTAといつた団体に対しても参画を依頼する考えでご

ざいます。

以 上

ロ



池田議員 1016 作成部局  こども青少年局   NoBl

質疑要旨 保育園や認定こども園に入うたあとで発達障害

や発達特性が分かつた場合、退園を余儀なくされる子ど

もたちがいる現状を認識しているか。

また 入園後に障害が分かり受入が難しくなりそうな場

合、保護者および法人保育園から相談できる担当窓口を

設置していただきたい。

②法人保育園での受入が難しい場合は公立保育所での

受入れ調整をしていただきたい。

答弁要旨

保育施設等に入所日入園後、発達障害等が分かり退園を

勧められている児童がいることについては、ご相談をお受

けし、認言哉して・おります。

また、保育施設等への入所日入園後の転所申請につきま

しては、基本的に保護者から、こども入所支援担当にご相

談いただくことになつております。

1

(次ページヘ続く)



No.2

また、お尋ねの法人保育園等での受入継続が難しい場

合にはギこれまでも公立保育所で受入れた事案もございま

すが、保護者の就労日数や時間に基づく調整順位が低い

場合などで、保護者宛に他の保育施設等の提案を行う場

合もありますが、保育士不足等により、受け入れできる環境

が整つていない場合は、待機となる場合もございます心

今後とも出来る限り障害児の受入れが広がるよう取組を

進めてまいります。

以 上



池田議員 1017 作成部局 こども青少年局  No日 1

質疑要旨 障害児補助金について、障害児 1人当たり

ではなく、西宮市のように保育士が雇える補助制度を

実施してもらいたい。

答弁要旨

西宮市におきましては、障害児令の対応のために加

配される保育士に対する補助制度となつております。

一方、本市におきましてlよ t加配保育士の有無にかか

わらず、法人保育施設からの申請等に基づき、市におい

て障害児として判定された児童1人当たりに対する補助

制度となつております。

保育士の確保が困難な現状において、本市の制度は

加配保育士の採用が要件ではないため、障害の程度が

軽い場合などで一部法人保育施設にとつては活用がし

やすい利点があります。また、法人保育施設が障害児一

人の場合でも受け入れやすい環境となるため、保護者に

とっても預けやすい状況になります。

(次ページヘ続く)



No日2

-方で、議員ご指摘の雇用の視点もあることや、障害

児若しくは気になる児童が年々増加傾向にあることも認

識しており、今後、財源などの課題も含め、よりよい制度

となるよう検討していきたいと考えております。

以 上



池田議員  1018作成部局 こども青少年局  NoL可

質疑要旨 待機児童の解沖後、増えすぎた保育園を統

廃合しなければならなくなった場合、法人保育園への

1対応方法をお聞かせください。

答弁要旨

待機児童の解消後、保育二ニズが低下することがあ

つた場合においては、法人保育園の定員の減による公

定価格の増額や公立保育所の在り方も含めた様々な角

度からの検討を進めることにより、持続的に法人保育施

設の運営が確保できるよう、保育行政を進めてまいりた

いと考えております。

以 上

⊃
′



池田議員 1019  作成部局 こども青少年局 NoBl

質疑要旨 里親を利用した子育て家庭ショートステイ事

業をいつ始める予定なのか。

答弁要旨

現在、「子育て家庭ショTトステイ事業」においては、

児童養護施設や乳児院等を委託先としており、里親八

の委託についての実績はございませんが、地域にお住

いの里親が一時的に子どもの養育を行うことは、社会的

養護の観点からも望ましいものと考えております。

そうしたことから、里親への委託に向けて、昨年 9月

に阪神南地区里親会と意見交換を行つたほか、今月末

には里親会メンバーと子どもの育ち支援センター「いくし

あ」の児童ケースワーカTが、里子の養育の実情などを

含めた意見交換を行う予定であり、相互理解を深めな

がら関係性の構築に取り組んでいるところです。

今後、里親への委託に向けて、委託先の確保に努め

るとともに、里親と子どものマッチング調整やトラブル発

生時の調整口支援などの体制について、他市の状況も

参考に検討を進めてまいります。

以 上



池田議員 1022  作成部局 健康福祉局 、No.1

質疑要旨 障害のある子どもの保護者が支援を受けや

すいよう、施設の内容やホームページが記入された分

かりやすい一覧表を作成してはどうか。

答弁要旨

障害児通所支援事業所の情報や支援内容について
｀

は、福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情

報検索サイト」で一般公開されており、保護者の方なども

ご覧いただくことができます。

また、本市ではそれに加えて、支援プログラムの内容

や保護者支援の有無など、各事業所の特色等をアンケ

ート調査で把握し、保護者の方などがサエビス事業所を

選ぶ際の、窓口相談の資料として活用しています。

これら資料の内容も含めざ本市独自で事業者情報の

下覧表を作成B公表するにあたつては、記載項目や内容

を精査するほか、事業者の同意も必要となるため、令和

5年度から開催する障害児通所支援事業所のネットワエ

ク会議において、協議B検討してまいります。

以 上


